
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

                     平成２８年１月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 
梱包材成型機 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

当該製品は、荷造りで使用される緩衝材を成型する装置であり、梱包作業を行う

作業場に設置・使用される。 

緩衝材の原材料はクラフト紙である。 

成型機背面にセットされたロール状のクラフト紙が連続的に引き出され、成型機

を通して緩衝材に成型される。あらかじめセットされた長さ分が成型機から排出さ

れると停止する。排出が止まった段階で作業者が手でそれを切り取り、梱包の緩衝

材として使用する。 

 

○構造、仕様、意匠 

入力電源は機器内のＡＣ/ＤＣコンバーターにより直流電圧に変換され、材料成

型用の直流モーターへ供給される。 

 

定 格：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、約１．５Ａ 

寸 法：（高さ）１６０－１９０ｃｍ、（重さ）：約３０Ｋｇ 

ロール紙幅：約５０ｃｍ 

 

○主な使用者、販売先 

販売先：梱包作業を要する販売店、商品流通業者等。 使用者：販売先従業員 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、電動力応用機械器具の「荷造機械」とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

 

当該製品は梱包用の緩衝材をつくるものであり、物品の梱包作業には人の介在

を要するが、梱包することを目的としたものであることから「荷造機械」として

取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 


